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１、都市計画制度 用途地域（基礎的な土地利用制限）

用途地域 用途の制限 建ぺい率 容積率 高さ（絶対高制限）高さ（斜線制限） 敷地面積 壁面後退

第一種低層住居専用地域 ○ ○ ○ ○ △ △

第二種低層住居専用地域 ○ ○ ○ ○ △ △

第一種中高層住居専用地域 ○ ○ ○ ○ △

第二種中高層住居専用地域 ○ ○ ○ ○ △

第一種住居地域 ○ ○ ○ ○ △

第二種住居地域 ○ ○ ○ ○ △

準住居地域 ○ ○ ○ ○ △

近隣商業地域 ○ ○ ○ ○ △

商業地域 ○ ○ ○ ○ △

準工業地域 ○ ○ ○ ○ △

工業地域 ○ ○ ○ ○ △

工業専用地域 ○ ○ ○ ○ △

無指定地域 ○ ○ ○ ○ △

流山市で指定されているもの
○：必須、△：選択

○１０又は12ｍ
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２、他の地域地区
（用途地域に重ねて指定できる）

地域地区制度 制限内容 備考

絶対高制限型
建築物の高さ（絶対
高）制限を定める

例：船橋市では、20ｍ、
31ｍがそれぞれ指定さ
れている

斜線制限型
建築物の各部分の高
さ（斜線制限）を定める

流山市：第一種高度地
区、第二種高度地区

建築物の用途を制限
し、又は緩和する制度

例：一定規模以上の商
業施設を制限する、建築
物の１階部分を商店とす
ることを義務づける等

建築物の形態意匠、高
さ、壁面の位置、敷地
面積の最低限度を定
める

例：芦屋市では、全域が
景観地区として指定され
ている

その他、特定容積率適
用地区、高層住居誘導
地区、緑地保全地域、
特別緑地保全地区、緑
化地域等がある

高度地区

特別用途地区

景観地区

その他
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３、高度地区、特別用途地区

①三鷹市高度地区と特別用途地区

●高度地区

高度地区とは、用途地域内の市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため建築物の高さの最高限度又は最低限度
を定める地区のことです。

都市計画を定める者
三鷹市（市町村）
住環境の保護や良好な都市景観の形成を図るため、建物の高さに一定のルールを設け「建築物の高さの最高限度」を25mと

35mで指定しています。（平成16年６月24日都市計画決定）
これにより、建築物を新築や建替えする場合に、建築物の高さの最高限度を超えて建築することはできません。すでに高さの最
高限度を超えている建築物の建替えについては、市長が別に定める基準に適合する建築物について、一定の割合を超えない範囲
で、特例として建替えを許可する場合があります。
建築物の高さの最高限度（絶対高さ）を定める区域の拡大に伴い特例許可運用基準を定めました。
三鷹市では、平成１６年６月下旬告示予定の用途地域等の見直しにおいて、従来、第一種低層住居専用地域内に定めていた絶
対高さについて、より良い住環境の形成や良好な都市景観の形成のために市街地の特性に応じて絶対高さを定める区域を拡大す
ることといたしました。
これにより、告示日（＝基準日）以降は指定区域ごとに建築物の高さが制限されることとなりますが、既存不適格建築物の建替え
等に際し、高さ制限の規制に適合させることが著しく困難であり、かつ周囲への影響が同程度であるものについては、一定の範囲
内で高さを超えることができる特例許可の運用基準を定めましたのでお知らせします。
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②（三鷹市）高度地区に係る許可による特例の運用基準

（目的）
第１条 この基準は、三鷹都市計画高度地区の変更に規定する許可による特例許可の運用について必要な事項を定めることによ
り、土地利用の公平性及び透明性を図り、もって良好な市街地環境の保全に資することを目的とする。
（定義）
第２条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 都市施設 都市計画法（昭和43年法律第100号）第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
(2) 建築物等 建築基準法（昭和25年法律第201号）第2条第1号に規定する建築物及び同条第2号に規定する特殊建築物をいう。
(3) 既存不適格建築物 高度地区の変更の適用に際し、現に存する建築物又は工事中の建築物であって、当該規定に適合しな

い部分を有するものをいう。
(4) 改築 建築物の全部若しくは一部を除却し、又はこれらが災害等によって滅失した後、引き続き用途が変わらず、規模及び構

造が従前と著しく異ならない建築物を建てることをいう。
(5) 増築 既存建築物の床面積を増加させる建築をいう。
(6) 建替え 現に存する建築物を除却し、同一敷地内に建築物を新築することをいう。
(7) 特例許可 高度地区の規定にかかわらず公益上やむを得ない場合又は周囲の状況により環境上支障がないと認められる場
合若しくは土地利用上やむを得ないと認められる場合に、特例的に建築審査会の同意を得て特定行政庁が行う許可をいう。

（特例許可の対象建築物）
第３条 特例許可の対象建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 都市施設及び都市施設と不可分の関係となる建築物等
(2) 三鷹都市計画高度地区内の既存不適格建築物
(3) その他市長が公益上必要と認める建築物等

（対象建築物の特例許可の基準）
第４条 前条に規定する対象建築物の増築、改築又は建替えについての特例許可の基準は、次に該当するものとする。
(1) 交通、安全、防火及び衛生上支障なく、周辺環境に配慮したものであること。
(2) 三鷹市まちづくり条例（平成8年三鷹市条例第5号。以下「条例」という。）第24条第１項に規定する開発事業（条例第31条第１
項に規定する特定開発事業を含む。以下「開発事業」という。）に該当するもので、条例第37条の規定による同意を得たものである
こと。
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２ 増築及び改築についての特例許可の基準は、高度地区の変更で定める建築物の高さの最高限度を超えないものであること。
ただし、維持、修繕等に係る増築又は改築で、やむを得ないと市長が認めるものは、増築又は改築前の建築物の高さの最高限
度を超えないものであること。
３ 既存不適格建築物の建替えにあっては、高度地区の規制に適合させることが著しく困難であり、かつ、建替え前と比較して
周囲への影響が同程度又は改善される建替えであると認められる場合は、既存不適格建築物が高度地区の変更で定める建築
物の高さの最高限度を超えている高さの二分の一の範囲内で、最高限度を超えて特例許可することができる。ただし、次の要
件を満たすものに限る。

(1) 建替え後の当該規定に適合しない部分の日影面積は、建替え前の建築物における当該規定に適合しない部分の日影面
積を超えないものであること。
（委任）
第５条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
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③（三鷹市）特別用途地区

作成・発信部署：都市整備部まちづくり推進課
公開日：2008年7月31日最終更新日：2009年3月9日
特別用途地区とは、用途地域内の一定の地区において当
該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等
の特別な目的の実現を図るために用途地域の指定を補完す
る制度で、その目的によって制限を強化する場合と緩和する
場合があります。
都市計画を定める者
三鷹市（市町村）
特別用途地区の種類
三鷹市では、特別商業活性化地区、特別都市型産業等育
成地区、特別文教・研究地区、特別住工共生地区の4種類が
定められています。
特別商業活性化地区
特別都市型産業等育成地区
特別文教・研究地区

特別住工共生地区
建築制限等に関する条例
建築物の制限に係る事項の実効性を担保するため、それぞ
れの特別用途地区について、建築基準法第49条に基づき、
「建築物の制限に関する条例」を制定しました。
三鷹市特別商業活性化地区内における建築制限に関する条
例

三鷹市特別都市型産業等育成地区内における建築制限に関
する条例
三鷹市特別文教・研究地区内における建築制限に関する条
例
三鷹市特別住工共生地区内における建築制限の緩和等に関
する条例
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特別文教・研究地区（第一種中高層住居専用地域の一部）併設用途

その他特に市長が必要と認めるものその他

学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの学習塾等事務所

児童福祉施設、助産所、身体障害者更生援護施設（補装具製作
施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。）、精神障害者社会
復帰施設、保護施設（医療保護施設を除く。）、婦人保護施設、知
的障害者援護施設、老人福祉施設、老人ホーム、介護保険施設
その他これらに類するもの

福祉施設

病院、診療所その他これらに類するもの病院・診療所

税務署、警察署、保健所、消防署、地方公共団体の支庁又は支
所の用に供する建築物、電気通信事業法（昭和59年法律第86
号）に定める第一種電気通信事業者がその事業の用に供する施
設で国土交通大臣が指定するものその他これらに類するもの

公益上必要な施設

図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの図書館等

学校（大学、高等専門学校、専修学校、各種学校、学生寮及び教
職員住宅を含む。）その他これに類するもの

学校公共施設・病
院・学校等

内容用途
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○この斜線型の制限に加えて、今回新たに建築物の高さの上限を定めました。

■練馬区における高度地区の特例運用の特徴
１）質的評価による判断

○一律の数値による技術的基準への適合だけでなく、地区特性や周辺環境を踏まえた質的な評価を行う。

２）評価部会を設置

○都市計画審議会へ意見を聞く仕組みとした。

○都市計画審議会は専門的な部会を設置し、評価を行うこととした。

３）練馬区まちづくり条例と連携

○まちづくり条例に基づく大規模建築物の手続きと連携し、許可の事前手続きを進める。

④ 練馬区高度地区
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４、緑化地域（横浜市の事例）
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５、日野市 生産緑地地区の追加指定について
生産緑地地区の追加指定について
市では平成14年5月に策定した日野市生産緑地地区追加指定に関
する基本方針・指定基準に基づき、市内農地の保全、良好な営農環
境の拡充を図るため、生産緑地地区の追加指定を積極的に行って
います。

生産緑地地区とは
市街化区域内にある農地の緑地機能を活かし、計画的、永続的に
保全することで、豊かな都市環境を形成しようとする都市計画上の
制度です。
生産緑地地区の役割
農業では・・・意欲的な農業者が安心して農業を継続できる
市民生活では・・・安らぎと健康を保つためのオープンスペース
防災では・・・火災延焼防止機能、避難路・避難所機能

追加指定の経緯
生産緑地地区の指定は、農業者から強い要望が寄せられていまし
た。また、市民からも同時に”緑と調和したまちづくり”や”残り少ない
農地の計画的な保全”が求められていました。
市ではこれらの要望を踏まえ、日野市農業基本条例で市の方向付
けをしてきました。さらに、市民参画で策定された「みどりの基本計
画」や「都市計画マスタープラン」で、生産緑地地区の都市計画的位
置付けができたことを受けて、平成14年、当初指定から10年ぶりに
追加指定を開始しました。
日野市農業基本条例・農業振興計画では
市民と自然が共生する農あるまちづくりを構築
農地の保全

生産緑地の追加指定の継続

日野いいプラン2010では
農あるまちづくりを進める
農地と用水を計画的にまちづくりにいかす
今ある農地を次の世代に残していこう

みどりの基本計画・都市計画マスタープランでは
生産緑地地区の保全及び拡充
「農の拠点・骨格軸」の保全
環境保全・防災機能を持つ農地の保全と継承

農地の減少の食い止めを
日野市の場合、生産緑地地区は市街化区域内の農
地の約2分の1を占めていますが、平均で年に1ha減
少しています。一方、その他の宅地化農地は年に7ha
も減少しており、生産緑地地区の指定により都市農地
の減少がくい止められています。

指定要件
良好な生活環境確保に効果があり、公共施設等の敷
地の用に供する土地として適していること
面積が一団で500平方メートル以上の農地であること
農業の継続が可能であること など
詳細はご相談ください
審査受付
期間 8月2日（月曜）から8月16日（月曜）まで（受付
終了しました）

場所 市役所3階 都市計画課窓口(土日を除く)
※申請書は市役所3階都市計画課及び東京南農業
協同組合本店、日野支店及び七生支店にて配布して
います。



12

６、 まちづくり条例で定められている例

目的、理念 条例の目的や理念を定める。

計画
何を実現するための条例であるか明確にするため、まちづくり計
画等の方針を定め、その策定手続を定める。

土地取引 土地取引にあたって事前又は事後に届出を義務付け、公表する。

開発の手続や
基準

条例で開発等の対象を規定し、協議や審査の手続や、基準（適合
基準、協議基準等）を定める。

地区まちづく
り

地区の単位で住民によるまちづくりが推進されうように、協議会
の設置、計画の策定や公定化、計画の実現方策等を定める。

まちづくり提
案

市民によるまちづくりに関する提案が可能な仕組みを定める。

都市計画法等
の委任事項

都市計画の手続、都市計画提案、地区計画の手続（申し出も含
む）、建築協定の手続などについて、法に基づいて定める。

まちづくり支
援制度

市民によるまちづくりが積極的に行われるように様々な支援制度
を定める。

組織
条例に基づいた審査等を行うため「まちづくり審査会」等の組織
を設ける。

実効性の確保
条例の実効性を確保するため、勧告、命令、公表、罰則等の仕組
みを定める。

その他
条例の運用状況の報告、必要な場合の改正等の措置などを定め
る。

12
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７、まちづくり条例の事例

練馬区 国分寺市
世田谷区 改定案

白井市 真鶴町

１、理念 　 ○ ○ ○ ○ ○
２、マスタープラン
①策定手続 ○ ○ ○ ○
②内容 ○ ○ ○ ○ ○
③整合原則 ○ ○ ○
３、開発、建築の手続と基準
①土地取引の届出公表 ○ ○ ○
②開発建築協議制度 ○ ○ ○ ○ ○ ○
③開発や建築の基準 ○ ○ ○ ○ ○
４、都市計画手続の付加 ○ ○
５、市民参加のまちづくり
①都市計画提案 ○ ○
②まちづくり提案 ○
③地区まちづくり ○ ○ ○ ○ ○ ○
④地区計画の提案、手続 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑤その他 ○） ○
６、他の制度 ○
①まちづくり支援 ○ ○ ○ ○
②開発調整制度 ○ ○ ○ ○
７、第三者機関 ○ ○ ○ ○
８、まちづくり支援組織 ○ ○ ○
９、雑則、公表、罰則 ○ ○ ○ ○13
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９、府中市まちづくり条例（土地取引の届出）

第４章 大規模土地取引行為の届出
（大規模土地取引行為の届出）
第15条 5,000平方メートル以上の土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利（以下
「土地に関する権利」という。）の移転又は設定（対価を得て行われる移転又は設定に限る。）を行う契約（予約を含む。以下「大規
模土地取引行為」という。）を締結して土地に関する権利を移転しようとする者は、大規模土地取引行為の日の６月前までに、規則
で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。
（大規模土地取引行為の届出に対する助言）
第16条 市長は、前条の規定による届出があった場合は、まちづくり方針及び地域別まちづくり方針に照らし、当該届出に係る事
項について助言を行うことができる。
２ 市長は、前項の助言を行おうとする場合は、審査会の意見を聴かなければならない。
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１０、狛江市まちづくり条例（開発調整制度）

（調整会の開催請求）
第41条 近隣住民は，開発等事業について事業者と協議し，合意を形成

することを目的として，市長に対し，委員会に次条に規定する調整会の開
催を要請するよう求めることができる。
２ 前項の求めは，第29条第３項の公告の日の後，事業協定が締結され
る前に行わなければならない。
３ 事業者は，第29条第１項の協議が整わないとき，又は近隣住民との合
意が困難なときは，市長に対し，委員会に調整会の開催を要請するよう求
めることができる。
４ 市長は，第１項又は前項の求めを受けたときは，委員会に対し，調整
会の開催を要請するものとする。
５ 市長は，本条例の目的を達成するため必要があると認めるときは，委
員会に対し，調整会の開催を要請することができる。
（調整会）
第42条 委員会は，前条第４項又は第５項の要請を受けたときは，その委

員の中から，調整会の委員３名以上を選出し，調整会を開催するものとす
る。
２ 調整会は，近隣住民，事業者，市長その他の関係人又はこれらの者の
代理人の出席を求めて，公開による口頭審理を行うものとする。
３ 調整会は，市民及び有識者等に対し，調整会において，開発等事業に
ついて，意見を陳述し，又は情報を提供することを求めることができる。
４ 調整会は，近隣住民，事業者及び市長に対し，必要な助言，あっ旋又
は勧告を行うことができる。
５ 近隣住民，事業者及び市長は，調整会の審理に協力するとともに，調
整会の勧告を尊重しなければならない。
６ 前各項に定めるもののほか，調整会の組織及び運営に関し必要な事
項は，規則で定める。
（調整会報告書）
第43条 調整会は，調整会の終了の後，調整会の議事の要旨，関係人の

合意事項，調整会の意見又は勧告，その他必要な事項を記載した報告書
（以下「調整会報告書」という。）を作成し，市長に提出するものとする。
２ 市長は，調整会報告書が提出されたときは，その旨を公告し，規則で
定めるところにより，調整会報告書を縦覧に供しなければならない。

調整会開催請求

調整会開催

事業者、近隣住民

公開による口頭審理

近隣住民、事
業者、行政の
出席

助言、
あっ旋、
勧告

調整会報告書

市長

縦覧
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１１、開発や建築等の届出協議の
流れ（練馬区）
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１２、デザインガイドライン ①広島市（リバーフロント地区）

■リバーフロント地区の紹介
◆背景
・近年の地価下落等の影響 → 手頃な価格でマンション購入が可能
・１００㎡以上の広さの永住指向型のマンションが人気
・広島市の都心部（県庁、市民病院、県立美術館、高等裁判所のエリア）
に相次いで建設

。
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②真鶴町まちづくり条例

美の8原則 ６９の美の基準

４．調　和

舞い降りる屋根 日の恵
木々の印象　覆う緑

 守りの屋根　北側　地場植物
大きなﾊﾞﾙｺﾆｰ  実のなる木
ふさわしい色　少し見える庭
青空階段  格子棚の植物

ほどよい駐車場

２．格づけ

海の仕事山の仕事、転換場所
見通し、  建物の縁、大きな門口
壁の感触、 母屋、柱の雰囲気
　門・玄関、柱と窓の大きさ

３．尺　度

斜面に沿う形、部材の接点
見つけの高さ、 終わりの所
窓の組み子、跡地とのつながり

段階的な外部の大きさ、重なる細部
７．コミュニティ

８．眺　め

５．材　料
自然な材料
地の生む材料
活きている材料

装飾、
森、海、大地、生活の印象
軒先、軒裏、 屋根飾り
ほぼ中心の焦点、歩く目標

６．装飾と
         芸術

１．場所

聖なる所、斜面地、豊かな植生
敷地の修復、眺める場所、
生きている屋外、静かな背戸、

  海と触れる場所

世帯の混合、ふだんの緑
人の気配、　店先学校
 街路を見下ろすテラス
さわれる花、　お年寄り
外廊、  小さな人だまり

子どもの家、街路に向かう窓

まつり、夜光虫、できごと
眺め、賑わい、 いぶき
懐かしい町並
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１３、地区まちづくり ①世田谷区まちづくり条例

世田谷区まちづくり条例のシステム

○総合基本方針

○分野別整備方針

○意見の反映

○地区街づくり計画 ○原案の提案 ○地区住民等

○地区まちづくり協議会

○策定手続

○地区街づくり事業（区）

○街づくり推進地区（議会議決）

○街づくり誘導地区 ○建築行為等の誘導

○公共公益施設等の整備、○用
地の先買え

○地区街づくり協議会助成 ○街づくり支援団体への助成○街づくり専門家派遣

○地区計画等の手続

支援制度

20
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②横浜市地域まちづくり条例

横浜市地区まちづくりのシステム

市民の発意

地域まちづくりグルー
プ（登録）

地域まちづくり組織（認定）

地域まちづくりプラン

（認定）

地域まちづくりルー
ル（認定）

地域まちづくり
推進委員会

（審査）

ものづくり・自主活動 建築等の協議 市による建築
等への要請

市による
支援

コンサル
タント派遣
又は通年
派遣委託
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⑭様々なまちづくり提案制度 練馬区まちづくり条例


